
別添様式 

泉北高速鉄道株式会社に対する業務監査の実施結果 

項     目 主な取組み状況 所  見 所見に対する回答 

１．地震などの大規模災

害時における旅客の避難

誘導に関する事項 

（１）旅客の避難誘導に

ついて 

①対応マニュアルの整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・泉北高速鉄道株式会社（以

下「泉北高速」という。）にお

いては、災害などの異常時に

おける対応について、「鉄道事

故・災害対策実施規程」「鉄道

事故・災害対策実施マニュア

ル」に基づき、駅において旅

客の安全確保等を目的とし

た、「運転事故・災害対策実施

要領」を定め、通報・避難誘

導等の訓練を実施している。

また、危機管理計画（地震対

応ＢＣＰ）を平成２６年２月

に制定し、各部門における対

応について明確化を図ってい

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

②対応した訓練 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③自治体等関係者との調

整 

 

 

 

 

 

 

 

④社員等への研修 

る。 

 

・平成２４年度における避難

誘導訓練は、駅単位で２回（構

内店舗と合同）、平成２５年度

においても駅及び乗務区単位

で２回実施している。また、

今年度は会社全体として、１

０月に光明池車庫で消防と連

携した大規模地震想定の総合

事故復旧訓練を実施してい

る。 

 

・消防と連携した総合事故復

旧訓練実施のほか、和泉市防

災会議には本社運輸部長が委

員として参画し地域防災計画

の協議について、防災担当者

との連携を図っている。 

 

 

 

・泉北高速では、役員、本社

 

 

・災害時における旅客の避難

誘導は駅係員・乗務員の的確

な指示が極めて重要である

ことから、今後も継続して訓

練を実施することにより、常

日頃から万全な体制を整え

ておくことが求められる。 

 

 

 

 

・災害時の避難訓練は沿線自

治体との連携が極めて重要

であり、沿線住民等の参加に

よってさらなる安全意識の

高まりが期待できることか

ら、今後もより高度な訓練の

実施に向けて、関係者等との

積極的な調整が望まれる。 

 

・危機管理能力向上は、旅客

 

 

・今後とも、継続して避難誘導訓

練を実施してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・今後とも、沿線自治体の防災会

議等に参画し、関係者等との連携

を図るとともに、災害対応能力の

向上のため、消防や沿線自治体等

との調整を進めてまいります。 

 

 

 

 

・今後とも、継続してＢＣＰ運用



 

 

 

 

 

（２）帰宅困難者対応に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）振替・代行輸送に

ついて 

 

 

 

 

 

 

勤務社員、現場長を対象とし

てＢＣＰ運用教育を実施し、

危機管理の対応能力の向上に

努めている。 

 

・泉北高速では、ニュータウ

ン沿線という路線特性によ

り、帰宅困難者発生の可能性

が低く、基本的には公共避難

場所への避難誘導を優先させ

ることとしている。なお、現

時点では沿線自治体から帰宅

困難者対応について具体化さ

れた要請はなされていない。 

 

・振替輸送及び代行輸送につ

いては、輸送障害が発生し復

旧に３０分以上を要すると見

込まれる場合には、運転指令

の判断で行うこととしてい

る。運行不能区間に応じて振

替輸送は南海電鉄に、代行輸

送はＪＲ西日本に依頼するこ

の避難誘導を行う上で重要

なことであることから、今後

も継続した教育の実施が期

待される。 

 

・今後、沿線自治体から調

整・協議があった場合には積

極的に対策を検討すること

が望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育を実施し、危機管理の対応能

力の向上に努めてまいります。 

 

 

 

・今後、沿線自治体から調整・協

議があった場合は、積極的に対応

してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．運賃等に関する事項 

（１）運賃の誤表示・誤

収受等について 

 

 

 

 

ととしている。また、状況に

応じて、それぞれの接続駅ま

での輸送としてバスによる代

行輸送も発令される。 

・発令手順は「異常時取扱マ

ニュアル」において定めてお

り、社員への周知を図ってい

る。 

・利用者への情報提供は、各

駅での案内放送や案内の掲

出、車内では乗務員の案内放

送により情報提供を行うとと

もに逐次ホームページの更新

による情報提供も実施してい

る。 

 

 

・泉北高速では、過去３ヶ年

において当該事案は発生して

いない。 

・つり銭誤装てん防止につい

ては、「券売機・精算機・定発

入出金機取扱説明書」に基づ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・前回監査時においても、誤 

表示・誤収受等の発生がない 

ことから会社の取組は大い 

に評価できる。 

・今後も継続した教育を実施 

することにより、誤表示・誤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・今後とも、継続して係員教育を

実施し、誤表示・誤収受等の防止

に努めてまいります。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

（２）福祉割引について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）ＩＣカードシステ

ムについて 

 

き駅係員への教育を実施して

いる。また、本年４月の消費

税改定作業では、事前に対応

体制を定め、各部門における

役割分担を明確化しプログラ

ムの改修漏れ等の防止を図っ

ている。 

 

・泉北高速では、身体障害者

及び知的障害者に対する運賃

の割引措置が導入されてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・泉北高速では、平成１８年

７月からスルッとＫＡＮＳＡ

Ｉ発行のＩＣカードシステム

収受等の防止に努められた 

い。 

 

 

 

 

 

 

・福祉割引については、精神

障害者の割引の導入、距離制

限の撤廃、障害者用ＩＣカー

ドの導入等の要望が障害者

団体等から国土交通省に寄

せられており、これらの要望

を踏まえ、国土交通省として

は、泉北高速に対しても理解

と協力を求めているところ

であり、前向きに検討される

よう期待する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・福祉割引につきましては、各種

の要望に対し、社会情勢や他社の

動向を踏まえて検討してまいり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．ＩＣカード障害発生

時における対応に関する

事項 

（１）情報連絡体制の確

立について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ＰｉＴａＰａ」を導入し、

同時にＪＲ西日本発行のＩＣ

カード「ＩＣＯＣＡ」との相

互利用にも対応している。 

また、「交通系ＩＣカードの

全国相互利用サービス」につ

いても平成２５年３月の開始

時から対応している。 

 

 

 

 

・泉北高速が加盟しているス

ルッとＫＡＮＳＡＩでは、Ｉ

Ｃカードシステムに係る障害

が発生した場合に備え、「障害

発生時連絡ルート」を確立し

ている。 

また、泉北高速では、障害

発生時に各担当部署と速やか

に連絡が取れるよう緊急連絡

体制を整備している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）不具合の早期発見

のための対策について 

 

 

 

 

（３）不具合発生時にお

ける応急対応体制につい

て 

 

 

 

 

 

 

 

４．ＩＣカードに係る情

報管理に関する事項 

（１）利用履歴等の個人

情報の保護に関する内部

規程等の整備 

 

 

・「スルッとＫＡＮＳＡＩ協議

会」による各種事態を想定し

た媒体クロステストを関係各

社局で実施し、早期発見及び

事前防止に努めている。 

 

・利用者への緊急処置方とし

て、各駅に端末を配備すると

ともに、「駅でのＰｉＴａＰａ

業務マニュアル」「係員処理端

末取扱説明書」を整備し、毎

月実施の駅定例教育・集合点

呼において、マニュアル等に

基づいた教育・情報共有を実

施している。 

 

 

 

・泉北高速では、平成１９年

９月より「情報セキュリティ

理念」を制定し、ＩＣカード

に係る個人情報等の適切な取

扱いができるように規程等の

 

 

 

 

 

 

・ＩＣカードの全国相互利用

開始により利用者の利便性

は飛躍的に向上している。し

かしながら、ひとたびＩＣカ

ード障害が発生すると、その

影響は広範囲に及ぶことか

ら、関係者との情報連携を含

め、万全な体制を継続される

ことが望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・今後とも、「スルッとＫＡＮＳ

ＡＩ協議会」関係各社局との情報

連携と、駅係員に対する教育・情

報共有に努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

（２）個人情報を取り扱

う社員に対するセキュリ

ティ対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）情報管理体制及び

情報漏えい防止のための

対策 

整備を行い運用されていると

ころである。 

 

・泉北高速では、情報資産を

経営活動に有効活用するた

め、所管するすべての情報関

連施設や情報システム、およ

びその取扱者において、セキ

ュリティに関する行動規範を

示し、保護が必要な情報資産

に対しての機密性、完全性、

可用性を確保することを目的

とした「情報セキュリティ基

本方針」を平成１９年７月に

定め、その運用を図っている。 

また、ＩＣカードを扱う端

末機器については、個人認証

が必要となっており、不正利

用等の抑止にもなっている。 

 

・「情報セキュリティ基本方

針」「情報セキュリティ対策基

準」に基づき、情報セキュリ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

（４）情報漏えい発生時

における対応体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）情報漏えい事案の

発生状況 

 

 

５．その他サービスに関

ティ関係の体制、個人情報保

護関係の体制を整備し、各部

門の責任を明確化している。 

また、経営企画室による情

報セキュリティ内部監査を実

施し、各部門における対策の

強化を図っている。 

 

・情報漏えい対応については、

「情報セキュリティ対策基

準」により定められている。

また、経営企画室による「セ

キュリティリーダー研修」や

「情報セキュリティ年間教育

計画」に基づき、情報を扱う

社員全員に対して教育を実施

している。 

 

・現在まで、ＩＣカードに係

る情報漏えい事案は、発生し

ていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・今後も引き続き、積極的な

取組を実施することが期待

される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・今後とも、情報セキュリティの

適切な管理と社員教育を行い、情

報漏えい防止に努めてまいりま

す。 

 



する事項（前回フォロー

アップも含む） 

（１）女性等に配慮した

車両（いわゆる「女性専

用車両」）について 

 

 

 

 

（２）ハンドル形車いす

に係る対応状況 

 

（３）情報提供に関する

事項（前回監査のフォロ

ーアップ） 

 

 

 

・現時点では導入していない。

南海電鉄と相互直通運転を行

っている関係もあり列車種別

等の調整を含め、導入の可否

について今後検討していくこ

ととしている。 

 

・自社線内各駅相互間におい

て利用可としている。 

 

・遅延情報などリアルタイム

な情報提供を検討することを

指摘したところ、泉北高速で

は、ホームページでの運行情

報提供の実施に向けて検討す

る旨回答があったところであ

る。今回の監査において確認

したところ、ホームページ上

で運行状況の提供を行い、利

用者に対する情報提供の改善

が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



また、案内表示についても、

ＬＣＤによる多言語表記や輸

送障害時における情報提供も

実施されていることを確認し

た。 

 


